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電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

○
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

（
抄
）

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
）

第
四
十
八
条

電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
は
、
電
気
通
信
設
備
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
し
て
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び

能
力
に
つ
い
て
行
う
。

２

電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
は
、
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
種
類
ご
と
に
、
総
務
大
臣
が
行
う
。

３

電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
の
試
験
科
目
、
受
験
手
続
そ
の
他
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
の
実
施
細
目
は
、
総
務
省
令
で

定
め
る
。

（
工
事
担
任
者
試
験
）

第
七
十
三
条

工
事
担
任
者
試
験
は
、
端
末
設
備
及
び
自
営
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て

行
う
。

２

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
工
事
担
任
者
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二

項
中
「
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
」
と
あ
る
の
は
、
「
工
事
担
任
者
資
格
者
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
百
七
十
四
条

電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
若
し
く
は
工
事
担
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
認
定
若
し
く
は
第
百
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
認
証
を
求
め
る
者
又
は
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
若
し
く
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は
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
若
し
く
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
手
数
料
は
、
指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当

該
指
定
試
験
機
関
の
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
国
庫
の
収
入
と
す
る
。

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）

（
抄
）

（
手
数
料
）

第
十
条

法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）

手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金

額

一

電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
八
、
七
〇
〇
円

二

工
事
担
任
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

八
、
七
〇
〇
円

三

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
六
、
九
〇
〇
円

四

電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
又
は
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
、
七
〇
〇
円

五

電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
又
は
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
、
三
五
〇
円

備
考

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
登
録
の
更
新
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け

る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
三
の
項
中
「
一
六
、
九
〇
〇
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
と
す
る
。


